
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和７年１１月１９日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和７年１１月１９日（水）午前9時00分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

公共施設マネジメント課 片桐課長、八木主査 

３ 件名 

「白井市公共施設の最適配置等検討方針」の廃止及び「公共施設の最適配置基本方針」

の策定について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・現状の課題にある維持保全中心の対応となっている理由は。 

→運用する仕組み（手法）が具体的ではないことと、運用する体制が整っていないこと

の両方の理由がある。 

 

・新たに策定する「公共施設の最適配置基本方針」については、社会のニーズに合わせ

未来を見据えた方針となるよう進めていくこと。 

 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

□ □ □ □ （

参考情報

案件提出
事由

①市政運営の基本的な方針（規程第4条第2項第1号）
ア　市政経営に関する事項

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課

今後の
スケジュール

全課

千円 （うち特定財源 千円）

有 審議会、市民説明用動画配信、パブリックコメント

公開 非公開 部分非 時限非

議会説明 広報・ＨＰ等 有

「白井市公共施設の最適配置等検討方針」の廃止と「公共施設の最適配置基本方針」（案）策定の可
否について

・新方針の対象施設について、建築系公共施設だけでは不足するため表記を検討すること。
・新方針の４.基本的な方向性（１）新たな公共施設は原則として建設しないという部分は、今後、官民
連携による機能の移転や集約を目的とした施設整備は考えられるため、そういった整備は含まれない
ことを表記 した方がよい。

R7.12月中旬：行政経営審議会第6回　　公共施設等総合管理計画素案の主な変更点の意見聴取
R８．1月中旬：行政経営審議会第7回　　公共施設等総合管理計画（素案）の意見聴取
R8年1月中旬から2月：市民向け改定内容の説明動画の配信（ホームページ、広報）
R8年1月下旬～2月下旬（30日以上）：パブリックコメント実施
R8年3月：行政経営審議会第8回　市民意見とその取扱いの報告　公共施設等総合管理計画の決定
R8年3月：行政経営戦略会議に公共施設等総合管理計画の報告

項目 有無 方法（時期） 項目 有無

報道発表条例規則

令和 7 11

方法（時期）

19

付議書（行政経営戦略会議）

付議事案

カテゴリー

部課名 公共施設マネジメント課

「白井市公共施設の最適配置等検討方針」の廃止及び
「公共施設の最適配置基本方針」の策定について

【現状】
　現行の白井市公共施設の最適配置等検討方針は、平成31年2月13日の行政経営戦略会議で決定
され、市役所庁舎など一部の公共施設を除く公共施設で最適配置を検討することとなっている。
【課題】
  公共施設等総合管理計画でも公共施設の最適配置を進めることとしているが、現在は長寿命化工事
等による維持保全中心の対応となっている。
　人口減少、少子高齢化などによる社会ニーズの変化により、費用の縮減、平準化を図りつつ市民や
地域に必要な機能の再検討や地域特性を考慮した公共施設の最適配置を推進する必要性がある。
　また、近年企業誘致によるエリアの創造・再編の検討をする中で、従来想定していなかった枠組みで
の官民連携による最適配置が実現できることも考えられる。
　そのため、最適配置の推進に関し、現状に合ったより運用しやすく実効性のある方針を策定する必
要がある。

市民サービスの向上、公共施設の効率的かつ効果的な維持管理が適切に図れるよう、公共
施設の最適配置を推進するため。

・実効性が高まるよう、公共施設等総合管理計画の改訂に合わせて、「白井市公共施設の最
適配置等検討方針」を廃止し、公共施設の最適配置を推進するための基本的な方向性や検
討・推進体制などを示した「公共施設の最適配置基本方針」を新たに策定し、当計画に盛り込
む。

・新たな方針には、機能や建物の二軸の評価など、より具体的な検討方法を示すとともに、具
体的なイメージや例を示すことで、運用しやすい方針とする。

・企業誘致とあわせた検討の考え方を新たに追加する。

まで）

年代 場所

HP（1月）,広報（2月）

目的 手段全ての年代 その他市内全域



 
 

資料１ 

 

令和７年８月１２日に開催された令和７年度第３回白井市行政経営審議会に

おいて、以下の案について意見を聞き、賛同の意見をもらうとともに、異議が

ないことを確認した。 

 

 

 

白井市公共施設等総合管理計画の改定方針（案）及び計画の構成（案）抜粋 

 

１ 改定の趣旨 

「白井市公共施設等総合管理計画」の策定から１０年目となるため、これま

での評価・分析や公共施設の情報の更新、基本的な方針の見直しを総合計画及

び行政経営指針等の上位計画類の改訂に合わせて行う。 

 

 

 

２ 改定の方針（案） 

改定の方針としては、現行計画の整理を行うとともに、より実効性の高い計

画への転換を図る。 

  

① 最適配置の推進と財政負担の軽減・平準化 

総合管理計画とは別に定めている「白井市公共施設の最適配置等検討方針」

を廃止し、当計画内で最適配置方針を新たに定める。 

当方針では、長寿命化などの維持管理のほか、用途変更や再配置、統廃合な

どの多角的施策によって地域ニーズに即した最適な公共施設配置を目指すとと

もに、財政負担の軽減・平準化を図る。 

  

② 実効性のある取組体制の構築 

現行計画で定めている取組体制について整理し、施策レベルに応じた実効性

のある全庁的な取組体制を構築する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























１　公共施設の最適配置等検討方針とは

（１）目的と位置づけ 　　１．目的

　　２．位置づけ

（２）対象施設 　　３．対象施設

２　最適配置等検討方針 　　４．基本的な方向性

（１）新たな公共施設は原則として建設しない 　　（１）新たな公共施設は原則として建設しません

（２）公共施設の機能の見直し 　　（２）施設の機能と建物等を切り離し、二軸での評価を
　　　　　行い、今後の方向性について検討します

　　（３）効率的かつ効果的な機能の配置により、市民サー
　　　　　ビスの向上を目指します

公共施設の最適配置基本⽅針策定における主なポイント

・
ための⽅針（⽬的）

・公共施設等総合管理計画に定める最適配置
を進めるもの（位置づけ）

・公共施設の最適配置を推進するための⽅針

維持・向上も⽬指すもの

・個々の公共施設の評価と併せ、エリア全体
のサービスの向上も⽬指すもの

現⾏

・総合計画の施策や公共施設等総合管理計画に
定める最適配置を進めるもの

・市役所や学校給⾷センターなど⼀部の公共施
設を除く

・すべての建築系公共施設及びプール等の屋外
施設

新⽅針（案）

・新たな⾏政ニーズが⽣じない限り、原則とし
て建設しない

・現⾏⽅針の内容を継続するとともに、新たな

・個々の公共施設の機能の⾒直しを進める
・機能（ソフト⾯）と建物等（ハード⾯）を
別々に評価し、今後の⽅向性を検討する

・最適な配置に関する原則的な考え⽅と、総合
計画事業（企業誘致によるエリア価値の向上を
⽬指す取り組み）との連携による配置の考え⽅
を⽰す

新設

資料３
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（３）公共施設の利活用

　　　これまでどおり、「白井市公有財産利活用方針」に基
　　　づき利活用を図るが、新方針では改めて規定しない

（４）官民連携手法の積極的な活用 　　（４）官民連携手法を積極的に活用します

（５）学校教育施設の活用 　　（５）学校教育施設を活用します

　　５．最適配置のイメージ

３　公共施設の最適配置等の検討の進め方 　　６．検討・推進体制

（４）公共施設に関する統括部門の設置

　⇒　より詳細な取組体制は、計画内に別に定める

・「⽩井市公有財産利活⽤基本⽅針」に基づい
て利活⽤を図る

することで、市の財政負担を軽減しながら最適

・現⾏⽅針の内容を継続するとともに、エリア
価値向上の取り組みと連携することや、財政負

も表記

・今後の⼈⼝減少や少⼦化を踏まえ、地域コ
ミュニティ施設の⼀つとして⼩中学校などの学 ・現⾏⽅針の内容を継続

・運⽤しやすいよう、具体的な例やイメージを
掲載

現⾏ 新⽅針（案）

削除

新設

・全体調整を図るために公共施設マネジメント
課を新設し、関係する所管課が⼀体となって最
適配置の検討に取り組む

・まちづくりや企業誘致の所管部⾨と連携した
プロジェクト等による検討・推進体制
・施設を所管する部⾨等と横断的な検討・推進
体制
・政策的判断レベルによる、⼆層構造の����

サイクル
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（１）市民との情報共有 　　７．市民参加

（２）地域における公共施設の個別施設計画の検討

（３）市における公共施設の個別施設計画の決定

　　　⇒　検討結果は個別施設計画に反映

・市の財政状況や公共施設の現状などの情報を

・地域に密着した公共施設の個別施設計画を策

・地域における検討結果を尊重して、公共施設
の個別施設計画を決定する

・エリア価値の向上を⽬指す取り組みとの連

やコミュニティ施設のような地域に密着した

変更を⾏う場合は、当⽅針に基づいた市の考

検討します。

現⾏ 新⽅針（案）
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